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運転期間延長認可申請について
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運転期間延長認可申請

東海第二発電所（炉型：沸騰水型軽水炉，電気出力：約1,100MW)

○営業運転開始： 1978年11月28日

○運転期間終了： 2018年11月27日まで

高経年化対策（運転開始後40年）に係る保安規定変更認可申請
(実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規制第82条に基づく技術評価，同第92条に基づく申請)

運転期間延長認可申請
(核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の32第4項に基づく申請)

運転期間延長認可申請書 （実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則第113条に基づく）

本文 四 延長しようとする期間：20年 （2038年11月27日まで）

添付書類一 東海第二発電所 特別点検結果報告書

添付書類二 東海第二発電所 劣化状況評価書

添付書類三 東海第二発電所 保守管理に関する方針書

保安規定変更認可申請書 （実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則第92条に基づく）

変更内容 東海第二発電所 長期保守管理方針 （延長申請書添付書類三と同じ内容）

添付書類 東海第二発電所 高経年化技術評価書 （延長申請書添付書類二 共通）

*申請書提出期限：2017年11月28日
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劣化状況評価／保守管理に関する方針に係る補正申請の予定

Ｈ２９年 Ｈ３０年

１１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月

工事計画 補正▼ 補正▽

運転延長 申請▼ ▽補正 補正▽

東海第二発電所 運転期間延長認可申請（補正）の予定

今後の新規制基準への適合に係る工事計画認可申請の補正内容と審査状況を反映し、耐震安全性評価等について、
必要に応じ補正申請を実施していく。

１．１回目の補正内容（平成３０年２月予定）
（１）工事計画を踏まえた追加評価

○常設SA設備等の経年劣化評価（設計進捗による設備仕様変更が生じた場合）

２．２回目の補正内容（平成３０年５月予定）
（１）工事計画を踏まえた追加評価

○常設SA設備等の経年劣化評価（設計進捗によりブローアウトパネル等に仕様変更が生じた場合）
（２）工事計画を踏まえた追加評価（耐震安全性評価）

○水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せ評価（工事計画で影響評価をした範囲）
ただし，可能な限り補正時期を前倒しするよう対応する。

・ 上記２回（２月，５月）の補正で、全ての追加評価内容を補正する予定
・ その後は審査内容を反映して必要な補正を行う
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特別点検結果
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②給水ノズルコーナー部

①母材及び溶接部（炉心領域）

③～④ドレンノズル他

⑤基礎ボルト

原子炉圧力
容器点検

特別点検の概要
対象機器･構造物 点検部位 経年劣化事象 点検方法／点検項目

原子炉圧力容器

①母材及び溶接部（炉心領域） 中性子照射脆化 超音波探傷試験による欠陥の有無の確認

② 給水ノズルコーナー部 疲労 渦電流探傷試験による欠陥の有無の確認

③ 制御棒駆動機構スタブチューブ，
制御棒駆動機構ハウジング，
中性子束計測ハウジング，
差圧検出・ほう酸水注入ノズル

応力腐食割れ
目視試験による溶接部の欠陥の有無の確認，渦電流探傷試験
による制御棒駆動機構ハウジング及び中性子束計測ハウジン
グ内面の溶接熱影響部の欠陥の有無の確認

④ ドレンノズル 腐食 目視試験による内面の確認

⑤ 基礎ボルト 腐食 超音波探傷試験によるボルト内部の欠陥の有無の確認

原子炉格納容器
⑥ 原子炉格納容器鋼板

（接近できる点検可能範囲の全て）
腐食 目視試験による塗膜状態の確認

コンクリート構造物
⑦ コンクリート構造物

（原子炉建屋，取水口構造物等）
強度低下及び
遮蔽能力低下

採取したコアサンプル（試料）により各種試験で強度等の確認

⑥原子炉格納容器

⑦コンクリート構造物

コンクリート構造物点検

原子炉格納容器点検

次頁以降の特別点検実施期間は，運転開始後35年以降に実施した点検のデータについて記録確認を実施した期間を示している。
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原子炉圧力容器の特別点検結果（５／５）

点検部位
基礎ボルト

全数120本

着目する
劣化事象

腐食

点検項目 超音波探傷試験（ＵＴ）

点検方法
基礎ボルトの超音波探傷試験を
垂直法（底面エコー式）により実
施

実施期間
2017年 5月22日から
2017年10月 2日まで

点検結果 有意な欠陥は認められなかった

基礎ボルト
（120本）

原子炉圧力容器
支持スカート

検査範囲
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原子炉格納容器の特別点検結果

点検部位
原子炉格納容器鋼板

接近できる点検可能範囲の全て

着目する
劣化事象

腐食

点検項目
目視試験（ＶＴ－４）による

塗膜状態の確認

点検方法

原子炉格納容器内外面の直接目
視試験を実施
水中部はダイバーにより点検を実
施

実施期間
2017年 5月19日から
2017年10月25日まで

点検結果
有意な塗膜の劣化や腐食は

認められなかった 格納容器内面
格納容器外面

検査範囲

アクセスハッチ
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コンクリート構造物の特別点検結果

点検部位 コンクリート

着目する劣化事象 強度低下及び遮蔽能力低下

点検項目 採取したコアサンプルによる強度,遮蔽能力,中性化深さ,塩分浸透,アルカリ骨材反応の確認

点検方法

実施期間 2017年7月19日～2017年10月13日

点検結果 コンクリート構造物の健全性に影響を与える恐れのある劣化は認められなかった

点検部位 外壁，内壁，基礎マット 他

点検項目 強度 遮蔽能力 中性化深さ 塩分浸透 アルカリ骨材反応

点検概要

コアサンプルに圧
縮力を加えて破
壊した時の力を
確認する

コンクリートを乾
燥させた重さを確
認する

コンクリートがア
ルカリ性を保って
いるかを試薬によ
る色の変化の範
囲により確認する

コンクリート中の
塩分の量を確認
する

コアサンプルを詳
細に観察し，アル
カリ骨材反応が
生じていないこと
を確認する

強度確認の例
（耐圧試験機による圧縮強度試験）

中性化深さ確認の例
（フェノールフタレイン溶液による確認）
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劣化状況評価
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劣化状況評価

劣化状況評価は，「実用発電用原子炉の設置，運転に関する規則」第113条*等に基づき，以下の流れで実施。

*高経年化技術評価は，同規則第82条に基づく。

劣化状況評価の流れ

評価対象機器の抽出

・安全機能を有する機器，重大事故等対処設備等を抽出

対象機器のグループ化・代表機器の選定

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象を抽出

特別点検の結果を踏まえ，60年の運転を想定した
劣化評価／健全性評価

・健全性評価と現状保全を合わせて総合評価
・グループ全機器へ展開

耐震安全性評価／耐津波安全性評価

通常保全計画に加え，必要な高経年化対策を
「保守管理に関する方針」として策定

劣化事象

・低サイクル疲労割れ
・原子炉圧力容器の中性子照射脆化
・照射誘起型応力腐食割れ
・２相ステンレス鋼の熱時効
・電気・計装設備の絶縁低下
・コンクリートの強度低下及び遮蔽能力低下

・経年劣化傾向の評価
・保全実績の評価
・30年目の長期保守管理方針の有効性評価

劣化状況評価に反映
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実施体制及び実施手順

○評価の実施に係る組織
・東海第二発電所長を統括責任者として東海第二発電所，本店，敦賀発電所の組織で評価の実施に係
る役割を設定。

・機械グループ及び電気・制御グループが劣化状況評価書を作成し，保守総括グループがとりまとめを
行った。

○評価の方法
技術評価手法は，社内規程「高経年化対策実施手引書」で明確にしており，大別すると下記の流れ
にて評価を実施している。

1. 運転を断続的に行うことを前提とした評価
（1） 技術評価対象機器の抽出
（2） 機器のグループ化・代表機器の選定
（3） 経年劣化事象の抽出
（4） 経年劣化事象に対する技術評価（特別点検の対象機器はその結果を踏まえ評価）
（5） 耐震・耐津波安全性評価

2. 冷温停止状態を維持することを前提とした評価
（1） 冷温停止状態維持に必要な機器の抽出
（2） 冷温停止状態維持に係る高経年化対策上着目すべき劣化事象の抽出
（3） 経年劣化事象に対する技術評価
（4） 耐震・耐津波安全性評価



18

新知見の反映

○ 国内外の新たな運転経験及び 新知見
東海第二発電所の30年目の高経年化技術評価以降から2017年9月30日までの運転経験につ

いて事象・原因を分析し，高経年化への影響を判断して反映を実施した。なお，その期間以降に

おいても新規に発生した又は分析が可能となった運転経験については適時分析を行い，評価書

への反映を実施している。

1. 運転経験
国内運転経験として，原子力安全推進協会が運営している原子力発電情報公開ライブラリーに

おいて公開されている「トラブル情報」，「保全品質情報」「その他情報」を，海外運転経験として，

NRC（米国原子力規制委員会; Nuclear Regulatory Commission）のBulletin（通達），Generic Letter

及びInformation Noticeを対象としてスクリーニングを実施。期間中の情報において，新たに劣化

状況評価書に反映すべき運転経験を抽出する。

2. 新知見
スクリーニング対象期間中に発行された原子力規制委員会文書及び日本機械学会，日本電気

協会並びに日本原子力学会の規格・基準類を検討し，劣化状況評価を実施する上で，新たに反映

が必要な知見を抽出する。
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劣化状況評価で追加する項目

運転開始以降40年目に実施する劣化状況評価においては，高経年化対策実施ガ

イド等により，30年目で実施した高経年化技術評価をその後の運転経験，安全基

盤研究等技術的知見をもって検証するとともに，策定された長期保守管理方針に

おいて意図した効果が現実に得られているか等の有効性評価を行い，これらの結

果を適切に反映することとしており，以下の3項目を追加評価項目としている。

1. 経年劣化傾向の評価
40年目の評価は30年目の評価から大きく予測が変わるものではないことを確認した。

2. 保全実績の評価
現状保全の継続による健全性維持の観点から課題はないことを確認した。

3. 長期保守管理方針の有効性評価
長期保守管理方針は有効であり，必要に応じて現状保全に反映されていると評価した。
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評価対象機器・構造物の抽出

「高経年化対策実施ガイド」等に従い，東海第二発電所の安全上重要な機器等（「実用炉規
則第82条第1項」で定める機器・構造物）を抽出した。

１．重要度分類指針*1で定義される機器・構造物（クラス1，2及び3の機能を有するもの）
２．実用炉規則別表第二で規定される浸水防護施設に属する機器・構造物
３．設置許可基準規則で規定される常設重大事故等対処設備*2に属する機器・構造物

○保全プログラム，配管計装線図等を基に抽出
○工事計画で新たに追加された機器・構造物について抽出

*1：発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針（平成2年年8月30日原子力安全委員会決定）
*2：実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則（平成25年原子力規制委員会規則第5号）

第43条第2項に規定される常設重大事故等対処設備
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①低サイクル疲労割れ

②原子炉圧力容器の中性子照射脆化

③照射誘起型応力腐食割れ

④２相ステンレス鋼の熱時効

⑤電気・計装設備の絶縁低下

⑥コンクリートの強度低下及び遮蔽能力低下

⑦耐震安全性評価

⑧耐津波安全性評価

主要経年劣化事象の評価結果
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①低サイクル疲労割れ

抽出の考え方 評価対象機器 主な評価部位

プラントの起動・停止時等の
熱過渡により疲労が蓄積する
可能性がある以下の機器の
部位を抽出した。

ポンプ 原子炉再循環ポンプ ケーシング

容器
原子炉圧力容器 給水ノズル，主フランジ及びスタッドボルト 等

原子炉格納容器（機械ペネトレーション） 主蒸気配管貫通部 等

配管 ステンレス鋼配管，炭素鋼配管 原子炉再循環系，原子炉系（純水部・蒸気部）

弁
仕切弁，逆止弁，主蒸気隔離弁，原子炉再
循環流量制御弁

弁箱

炉内構造物 炉心シュラウド，シュラウドサポート

○評価対象機器等の抽出

○現状の保守管理・特別点検

現状保全

○定期的な目視点検，超音波探傷検査等の非破壊検査，漏えい検査等で健全性を確認している。
○高経年化技術評価に合わせて，実過渡回数に基づく評価を実施している。
○特別点検において，原子炉圧力容器の給水ノズルコーナー部の渦電流探傷検査を実施し，異常のないことを確認している。
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①低サイクル疲労割れ

○保守管理に関する方針（高経年化への対応）

機器名 保守管理に関する方針（長期保守管理方針） 実施時期*

疲労累積係数による低サイク
ル疲労の評価を実施したすべ
ての機器

疲労評価における実績過渡回数の確認を継続的に実施し，運転開始後60 年時点の推
定過渡回数を上回らないことを確認する。

長期

*：実施時期については，平成30年11月28日からの5年間を「短期」，平成30年11月28日からの10年間を「中長期」，平成30年11月28日からの20年間を「長期」とす
る。

要求事項*1 健全性評価の結果 総合評価

○健全性評価の結果，評価対象部
位の疲れ累積係数が1を下回ること。

○プラント実過渡回数から，60年時点の過渡回数*2

を推定し，劣化が進展すると仮定した場合の60年時
点での疲労累積係数を評価*3し1を下回ることを確
認した。

○疲労割れ発生の可能性は十分小さく，現状の保
全は点検手法として適切である。
○疲労評価は実過渡回数に依存するため，今後も
実過渡回数を把握する必要がある。

*1：「実用発電用原子炉の運転の期間の延長の審査基準」に規定される延長しようとする期間における要求事項
*2： 評価条件として，平成23年3月から平成32年8月まで冷温停止状態にあることを前提とし，以降の過渡回数発生頻度は運転実績の1.5倍を想定。
*3：以下の規格にて評価を実施した。

・ 日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格 JSME S NC1-2005（2007 年追補版を含む）」
・ 日本機械学会「発電用原子力設備規格 環境疲労評価手法 JSME S NF1-2009」

○評価
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②原子炉圧力容器の中性子照射脆化

抽出の考え方 評価対象機器 評価部位

原子炉圧力容器のうち中性
子照射量の大きい炉心領域
部を対象とした。

容器 原子炉圧力容器 胴（炉心領域部材）

○評価対象機器等の抽出

○現状の保守管理・特別点検

現状保全

○原子炉圧力容器に対しては，供用期間中検査で超音波探傷検査及び漏えい検査を実施し，有意な欠陥がないことを確認している。
○日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格 JSME S NC1-2005（2007 年追補版を含む）」及び日本電気協会「原子炉構造材の監視
試験方法 JEAC4201-2007（2013 年追補版を含む）に基づいて，計画的に監視試験を実施し破壊靭性の将来の変化を予測している。
○監視試験結果から，日本電気協会「原子力発電所用機器に対する破壊靭性の確認試験方法 JEAC4206-2007」に基づき漏えい検査温度を設定
している。
○特別点検において，原子炉圧力容器炉心領域部の母材及び溶接部に対して超音波探傷検査を実施した結果，中性子照射脆化による脆性破壊
の起点となるような有意な欠陥は認められなかった。
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②原子炉圧力容器の中性子照射脆化

要求事項* 健全性評価の結果 総合評価

○加圧熱衝撃評価の結果，原子炉圧力容器の
評価対象部位において静的平面ひずみ破壊靱
性値が応力拡大係数を上回ること。

○ＢWRプラントの原子炉圧力容器は通常運転時には
蒸気の飽和圧力温度となっており，事故時に非常用
炉心冷却系が作動しても冷却水の注入に伴って圧力
が低下するため，高圧（高い応力がかかった状態）の
まま低温になることはなく，BWRプラントでは実施する
必要がない。

－

○原子炉圧力容器について供用状態に応じ以
下を満たすこと。ただし，上部棚吸収エネルギー
の評価の結果，68J以上である場合は，この限
りではない。
・延性亀裂進展評価の結果，評価対象部位において亀裂進展抵抗が亀裂進展力を上回
ること。
・亀裂不安定性評価の結果，評価対象部位において亀裂進展抵抗と亀裂進展力が等し
い状態で亀裂進展抵抗の微小変化率が亀裂進展力の微小変化率を上回ること。
・欠陥深さ評価の結果，原子炉圧力容器胴部の評価対象部位において母材厚さの75%を
超えないこと。
・塑性不安定破壊評価の結果，評価対象部位において塑性不安定破壊を生じないこと。

○上部棚吸収エネルギーの低下について，日本電気
協会「原子炉構造材の監視試験方法 JEAC4201-
2007（2013 年追補版を含む）」（以下，「JEAC4201」と
いう）に基づいて，2016 年11月時点及び運転開始後
60年時点の評価を実施した結果，いずれの場合も，
要求されている68Jを満足していることを確認した。

○胴（炉心領域部材）の中性子照射脆
化が機器の健全性に影響を与える可
能性はないと考えられる。
○今後も適切な時期に監視試験を実
施し，破壊靭性の変化を把握するととも
に，JEAC4201の脆化予測式に基づき，
漏えい検査温度を管理していくことによ
り，健全性を確保していくことは可能で
あると考える。
○炉心領域部材の機械的性質の予測
は監視試験により把握可能であり，ま
た有意な欠陥のないことを超音波探傷
試験及び漏えい検査により確認してい
ることから，保全内容として適切である。

○上記評価の結果から，運転上の制限として遵
守可能な，通常の１次冷却系の加熱・冷却時の
１次冷却材温度・圧力の制限範囲又は原子炉
冷却材圧力バウンダリに対する供用中の漏え
い若しくは水圧検査時の原子炉冷却材の 低
温度が設定可能と認められること。

○監視試験結果より，JEAC4201により求めた関連温
度移行量の予測値と測定値は，国内脆化予測式
（マージン含む）の範囲内にあることを確認した。
○ 低使用温度は，破壊力学的検討により求めた
マージン26℃を考慮すると，2016年11月時点で31 ℃，
運転開始後60 年時点で37℃となる。

*：「実用発電用原子炉の運転の期間の延長の審査基準」に規定される延長しようとする期間における要求事項

○評価

○保守管理に関する方針（高経年化への対応）

機器名 保守管理に関する方針 実施時期*

原子炉圧力容器
原子炉圧力容器胴の中性子照射脆化については，今後の原子炉の運転時間・中性子照
射量を勘案して適切な時期に第5回監視試験を実施する。

中長期

*：実施時期については，平成30年11月28日からの5年間を「短期」，平成30年11月28日からの10年間を「中長期」，平成30年11月28日からの20年間を「長期」とする。
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③照射誘起型応力腐食割れ

抽出の考え方 評価対象機器 主な評価部位

ステンレス鋼使用部位で比較的高い
累積照射量を受け，照射誘起型応力
腐食割れの感受性が増加する可能性
がある機器の部位を抽出した。

炉内構造物 炉心シュラウド，上部格子板 等

機械設備（制御棒） 制御材被覆管，シース 等

○評価対象機器等の抽出

○現状の保守管理

現状保全

＜炉内構造物＞
○炉心シュラウド，上部格子板等については，計画的に水中テレビカメラによる目視点検を実施しており，有意な欠陥は確認されていない。

＜制御棒＞
○核的寿命に対して保守的に定めた運用基準に基づき取替を実施している。
○照射誘起型応力腐食割れにより制御棒の制御能力及び動作性に問題が生じていないことを，定期検査毎にそれぞれ原子炉停止余裕検査，制
御棒駆動水圧系機能検査及び制御棒駆動機構機能検査により確認している。
○新制御棒について不純物管理を徹底するとともに，構造を見直したSCC対策品に取替を実施している。
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③照射誘起型応力腐食割れ

※「実用発電用原子炉の運転の期間の延長の審査基準」に規定される延長しようとする期間における要求事項

要求事項* 健全性評価の結果 総合評価

○健全性評価の結果，評価対象部
位において照射誘起型応力腐食割
れの発生の可能性が認められる場
合は，照射誘起型応力腐食割れの
発生及び進展を前提としても技術基
準規則に定める基準に適合すること。

＜炉内構造物＞
○炉心シュラウド（中間胴）の溶接熱影響部には，ウォー
タージェットピーニング施工により残留応力の改善を図ると
ともに，溶接部及び熱影響部には水素注入に対して触媒
効果のある貴金属をコーティングして，局部的に腐食環境
の改善効果を向上させているため，照射誘起型応力腐食
割れ発生の可能性は小さい。
○上部格子板のグリッドプレートには溶接部はなく，運転
中の差圧，熱，自重等に起因する引張応力成分は低いこ
とから，照射誘起型応力腐食割れ発生の可能性は小さい。

○炉心シュラウド，上部格子板については，維
持規格及びガイドライン等に基づき計画的に
目視点検を実施することにより健全性の確認
は可能であると判断する。

＜制御棒＞
○照射量の観点からは，照射誘起型応力腐食割れが発
生する可能性は否定できず，東海第二においては，1999 
年及び2011 年に照射誘起型応力腐食割れと推定される
ひびが発見されている。このため，新制御棒について不純
物管理を徹底するとともに，構造を見直したSCC対策品の
制御棒に取替を実施している。
なお，本事例は局部的なひびであり，主要部位には発生し
ておらず制御棒の機能上問題となるものではない。

○運用基準に基づく制御棒の取替，定期検査
毎の原子炉停止余裕検査，制御棒駆動水圧
系機能検査等を実施していくことで，機能上の
観点から健全性の確認は可能と判断する。
○新制御棒について不純物管理を徹底すると
ともに，SCC対策品の制御棒に取替を実施す
ることで，照射誘起型応力腐食割れの発生す
る可能性を低減できると考える。

○評価

○高経年化への対応
照射誘起型応力腐食割れに対しては，高経年化対策の観点から現状の保全内容に追加すべき項目はなく，今後も現状保全を継続していく。

*：「実用発電用原子炉の運転の期間の延長の審査基準」に規定される延長しようとする期間における要求事項
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④２相ステンレス鋼の熱時効

抽出の考え方 評価対象機器 主な評価部位

使用材料が２相ステンレス鋼（ステンレ
ス鋳鋼）で，使用温度が250 ℃以上と
なる機器のうち，亀裂の原因となる経
年劣化事象の発生が想定される部位
を抽出した。

ポンプ 原子炉再循環ポンプ ケーシング

弁
仕切弁，原子炉再循環ポンプ流量
制御弁

弁箱

○評価対象機器等の抽出

○現状の保守管理

現状保全

○分解点検時の目視点検により亀裂の有無を確認しており，これまでの点検結果から亀裂は確認されていない。

要求事項* 健全性評価の結果 総合評価

○延性亀裂進展性評価の結果，評価
対象部位において亀裂進展抵抗が亀
裂進展力を上回ること。
○亀裂不安定性評価の結果，評価対
象部位において亀裂進展抵抗と亀裂
進展力が等しい状態で亀裂進展抵抗
の微少変化率が亀裂進展力の微少変
化率を上回ること。

○靱性が低下した状態で亀裂が存在する場合に
は不安定破壊を引き起こす可能性があるが，高
経年化対策上着目すべき経年劣化事象としてい
る疲労割れに対する疲労評価の結果，疲労割れ
が発生する可能性は小さい。

○健全性評価の結果より，高温環境下のため熱時
効により靭性が低下する可能性はあるが，目視点
検により亀裂がないことを確認しており，熱時効が
問題となる可能性は小さい。

以上により，要求事項である延性亀裂進展性評価
及び亀裂不安定性評価は不要であると判断した。

*：「実用発電用原子炉の運転の期間の延長の審査基準」に規定される延長しようとする期間における要求事項

○評価

○高経年化への対応
熱時効に対しては，高経年化対策の観点から現状の保全内容に追加すべき項目はなく，今後も現状保全を継続していく。
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⑤電気・計装設備の絶縁低下

抽出の考え方 評価対象機器 主な評価部位

電気・計装設備の絶縁特
性低下の可能性のある
部位を抽出した。

ポンプモータ 高圧ポンプモータ，低圧ポンプモータ 固定子コイル，口出線・接続部品

容器 原子炉格納容器（電気ペネトレーション） 電線，シール部

弁 電動弁用駆動部 固定子コイル，口出線・接続部品 等

ケーブル

高圧ケーブル
低圧ケーブル（CV，難燃CV，KGB，難燃PN）
同軸ケーブル（難燃一重，難燃二重，難燃三
重，難燃六重）
ケーブル接続部（端子台接続，端子接続，電
動弁コネクタ接続，同軸コネクタ接続，スプラ
イス接続）

絶縁体 等

タービン設備
制御装置及び保安装置，非常用系タービン設
備

ポンプモータ（固定子コイル，口出線・接続部品）

計測制御設備 計測装置 ポンプモータ（固定子コイル，口出線・接続部品）

空調設備 ファン，空調機，冷凍機 各モータ（固定子コイル，口出線・接続部品）

機械設備

ディーゼル機関（ディーゼル機関付属設備），
可燃性濃度制御系再結合装置，燃料取替機，
燃料取扱クレーン，制御用圧縮空気系設備，
廃棄物処理設備

各モータ（固定子コイル，口出線・接続部品），電
動弁用駆動部（固定子コイル，口出線・接続部品），
電磁コイル（絶縁物） ，加熱ヒータ（絶縁物）

電源設備

高圧閉鎖配電盤，動力用変圧器，
低圧閉鎖配電盤，コントロールセンタ，
ディーゼル発電設備，ＭＧセット，
無停電電源装置，直流電源設備，
計測用分電盤，計測用変圧器

主回路導体支持碍子（絶縁物） ，主回路断路部
（絶縁物） 等

○評価対象機器等の抽出
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⑤電気・計装設備の絶縁低下
○現状の保守管理

現状保全

○系統機器の点検時に絶縁抵抗測定を実施している。また，系統機器の点検時に実施する動作試験においても機器の絶縁機能の健全性を確認している。有意な

絶縁低下が認められた場合には取替を行う。

要求事項*1 健全性評価の結果 総合評価

○点検検査結果による健全性評

価の結果，評価対象の電気・計装

設備に有意な絶縁低下が生じない

こと。

○絶縁体は，有機物であるため，熱及び放射線による物性変化に

より，経年的に劣化が進行し，絶縁低下を起こす可能性があるが，

系統機器の点検時に実施する絶縁抵抗測定，絶縁診断（高圧機

器）及び動作試験において有意な絶縁低下の無いことを確認して

いる。

○系統機器の点検時に実施する絶縁抵抗測定，絶

縁診断（高圧機器）及び動作試験において，絶縁低

下は把握可能である。

○環境認定試験による健全性評

価の結果，設計基準事故環境下で

機能が要求される電気・計装設備

及び重大事故等環境下で機能が

要求される電気・計装設備に有意

な絶縁低下が生じないこと。

○電気・計装設備の絶縁低下の可能性のある機器については，

「ACAガイド*2」，「電気学会推奨案*3」等をもとに健全性評価した結

果，一部のケーブル及び同軸コネクタを除き６０年時点での健全性

を確認した。また，６０年時点での健全性が確認できなかったケー

ブル及び同軸コネクタについても，一定期間の健全性を確認した。

○健全性評価結果から，運転開始後60年時点にお

いても絶縁性能を維持できると判断する。なお，一部

のケーブル及び同軸コネクタについては，健全性評

価で得られた評価期間内に取替えることで絶縁性能

を維持できると判断する。

○評価

○保守管理に関する方針（高経年化への対応）

機器名 保守管理に関する方針（長期保守管理方針） 実施時期*1

低圧ケーブル
同軸ケーブル

低圧ケーブル及び同軸ケーブルの絶縁低下については，電気学会推奨案*2及びACA ガイド*3に従った長期健
全性評価結果から得られた評価期間に至る前に取替を実施する。

長期

ケーブル接続部
同軸コネクタ接続の絶縁低下については，IEEE 323*4に従った長期健全性評価結果から得られた評価期間に至
る前に取替を実施する。

中長期

*1：実施時期については，平成30 年11 月28 日からの5 年間を「短期」，平成30 年11 月28日からの10 年間を「中長期」，平成30 年11 月28 日からの20 年間を「長期」とする。
*2：「原子力発電所電線ケーブルの環境試験方法ならびに耐延焼性試験方法に関する推奨案（電気学会技術報告 第Ⅱ－139 号 1982 年11 月）」
*3：原子力安全基盤機構「原子力発電所のケーブル経年劣化評価ガイド JNES-RE-2013-2049」
*4：IEEE Std.323-1974「IEEE Standard for Qualifying Class 1E Equipment for Nuclear Power Generating Stations」

*1：「実用発電用原子炉の運転の期間の延長の審査基準」に規定される延長しようとする期間における要求事項
*2：原子力安全基盤機構「原子力発電所のケーブル経年劣化評価ガイド JNES-RE-2013-2049」
*3：「原子力発電所電線ケーブルの環境試験方法ならびに耐延焼性試験方法に関する推奨案（電気学会技術報告 第Ⅱ－139 号 1982 年11 月）」



31

⑥コンクリートの強度低下及び遮蔽能力低下

評価対象事象
又は評価事項

抽出の考え方 評価対象部位

コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
物

コンクリート
の強度低下

熱 通常運転時に も高温状態となる部位を抽出した。 原子炉圧力容器ペデスタル

放射線照射 通常運転時に も中性子照射量及びガンマ線照射量が大きい部位を
抽出した。

中性子照射量：原子炉圧力容器ペデスタル，
ガンマ線照射量：一次遮へい壁

中性化 進展に影響を及ぼす環境要因（二酸化炭素濃度，温度及び相対湿度）
と仕上げ材（塗装等）の状態から も影響を受ける部位を抽出した。
なお，屋外と屋内では，鉄筋位置に対する腐食の関係が異なることか
ら，各々に対して部位を抽出した。

屋内：タービン建屋外壁（屋内面），
屋外：取水口構造物（気中帯）

塩分浸透 進展に影響を及ぼす環境要因（飛来塩分及び海水とその飛沫の影響）
と仕上げ材（塗装等）の状態から も影響を受ける部位を抽出した。

取水口構造物（気中帯，干満帯及び海中帯）

アルカリ骨
材反応

試験により健全性に影響を与えるような反応性がないことを確認してい
る。また，定期的に目視点検を行い，アルカリ骨材反応に起因するひび
割れは確認されていない。

全てのコンクリート構造物

機械振動 通常運転時に も大きな機械振動を受ける部位を抽出した。 タービン発電機架台

凍結融解 東海第二の周辺地域は凍結融解の危険性がない地域に該当している
ことを確認した。

全てのコンクリート構造物

コンクリート
の遮蔽能力
低下

熱
通常運転時に も高温状態となる部位を抽出した。 ガンマ線遮へい壁

鉄骨の強度
低下

腐食 定期的に目視点検を行い，鋼材の腐食に影響する塗膜の劣化等が認
められた場合には，補修塗装を施すことによって健全性を確保している。

全ての鉄骨構造物

風などによ
る疲労

風などによる繰り返し荷重を継続的に受ける構造部材はないことを確
認した。

全ての鉄骨構造物

○評価対象部位の抽出
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⑥コンクリートの強度低下及び遮蔽能力低下

評価対象事象
又は評価事項

評価対象部位 現状保全・特別点検

コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
物

コンクリート
の強度低下

熱
原子炉圧力容器ペデスタ
ル

○原子炉圧力容器ペデスタルに近く，目視可能な一次遮へい壁において，定期的
にコンクリート表面の目視点検を実施している。
○特別点検における破壊試験の結果，原子炉圧力容器ペデスタルから採取したコ
アサンプルの平均圧縮強度は，設計基準強度を上回っていることを確認した。

放射線照射
中性子照射量：原子炉圧
力容器ペデスタル，ガンマ
線照射量：一次遮へい壁

○目視可能な一次遮へい壁において，定期的にコンクリート表面の目視点検を実
施している。
○特別点検における破壊試験の結果，原子炉圧力容器ペデスタル及び一次遮へ
い壁から採取したコアサンプルの平均圧縮強度は，設計基準強度を上回っているこ
とを確認した。

中性化 屋内：タービン建屋外壁
（屋内面），
屋外：取水口構造物（気中
帯）

○定期的にコンクリート表面の目視点検を実施している。
○特別点検における破壊試験の結果，タービン建屋外壁（屋内面）及び取水口構
造物（気中帯）から採取したコアサンプルの平均圧縮強度は，設計基準強度を上
回っていることを確認した。

塩分浸透
取水口構造物（気中帯，
干満帯及び海中帯）

○定期的にコンクリート表面の目視点検を実施している。
○特別点検における破壊試験の結果，取水口構造物（気中帯，干満帯及び海中
帯）から採取したコアサンプルの平均圧縮強度は，設計基準強度を上回っているこ
とを確認した。

アルカリ骨
材反応 全てのコンクリート構造物

○定期的にコンクリート表面の目視点検を実施している。
○特別点検における実態顕微鏡観察の結果，コンクリート構造物の健全性に影響
を与えるような反応性がないことを確認した。

機械振動

タービン発電機架台

○定期的にコンクリート表面の目視点検を実施している。
○特別点検における破壊試験の結果，タービン建屋（タービン発電機架台）から採
取したコアサンプルの平均圧縮強度は，設計基準強度を上回っていることを確認し
た。

凍結融解 － －

○現状の保守管理・特別点検
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⑥コンクリートの強度低下及び遮蔽能力低下

評価対象事象
又は評価事項

評価対象部位 現状保全・特別点検

コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
物

コンクリート
の遮蔽能力
低下

熱

ガンマ線遮へい壁

○ガンマ線遮へい壁に近く，目視可能な一次遮へい壁において，定期的にコンクリー
ト表面の目視点検を実施している。
○ガンマ線遮へいに近く，他の部位より熱の影響を受けていると思われる一次遮へい
壁において，特別点検にて乾燥単位容積質量を確認した結果，設計値を上回っている
ことを確認した。

鉄骨の強度
低下

腐食 全ての鉄骨構造物 ○定期的に目視点検を行い，鋼材の腐食に影響する塗膜の劣化等が認められた場
合は，補修塗装を施すことによって健全性を確保している。

風などによ
る疲労

－ －

○現状の保守管理・特別点検（つづき）
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⑥コンクリートの強度低下及び遮蔽能力低下

評価対象事象
又は評価事項

要求事項* 健全性評価

コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
物

コンク
リートの
強度低
下

熱 ○評価対象部位のコンクリートの温度が制限値
（貫通部は90 ℃，その他の部位は65 ℃）を超え
たことがある場合は，耐力評価を行い，その結
果，当該部位を構成する部材又は構造体の耐
力が設計荷重を上回ること。

○評価対象部位の周辺温度は， 高温度が約55 ℃以下であり，コンクリートの
温度制限値を下回っていることを確認した。

放射線
照射

○評価対象部位の累積放射線照射量が，コンク
リート強度に影響を及ぼす可能性のある値を超
えている又は超える可能性が認められる場合は，
耐力評価を行い，その結果，当該部位を構成す
る部材又は構造体の耐力が設計荷重を上回る
こと。

○運転開始後60年時点で予想される評価対象部位の中性子照射量（E>0.1 
MeV）の解析結果は4.10×1015 n/cm2 であり，コンクリート強度に影響を及ぼす
可能性のある1×1020 n/cm2 を超えないことを確認した。
○運転開始後60年時点で予想される評価対象部位のガンマ線照射量の解析
結果は7.80×106 radであり，コンクリート強度に影響を及ぼす可能性のある
2.0×1010 rad を超えないことを確認した。

中性化 ○評価対象部位の中性化深さが，鉄筋が腐食
し始める深さまで進行しているか又は進行する
可能性が認められる場合は，耐力評価を行い，
その結果，当該部位を構成する部材又は構造
体の耐力が設計荷重を上回ること。

○評価対象部位の運転開始後60年時点の中性化深さを推定した結果，鉄筋が
腐食し始める時点の中性化深さを下回っていることを確認した。

塩分浸
透

○評価対象部位に塩分浸透による鉄筋腐食に
より有意なひび割れが発生しているか又は発生
する可能性が認められる場合は，耐力評価を行
い，その結果，当該部位を構成する部材又は構
造体の耐力が設計荷重を上回ること。

○評価対象部位の運転開始後60年時点の鉄筋の腐食減量を推定した結果，
かぶりコンクリートにひび割れが発生する時点の鉄筋の腐食減量を下回ってい
ることからひび割れが発生する可能性が認められないことを確認した。

*：「実用発電用原子炉の運転の期間の延長の審査基準」に規定される延長しようとする期間における要求事項

○評価
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⑥コンクリートの強度低下及び遮蔽能力低下

評価対象事象
又は評価事項

要求事項* 健全性評価

コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
物

コンク
リートの
強度低
下

アルカリ
骨材反
応

○評価対象部位にアルカリ骨材反応による有
意なひび割れが発生している場合は，耐力評価
を行い，その結果，当該部位を構成する部材又
は構造体の耐力が設計荷重を上回ること。

○アルカリ骨材反応に起因すると判断されるひび割れは確認されておらず，試
験によりコンクリートの健全性に影響を与えるような反応性がないことを確認し
ている。また，今後の使用環境が急激に変化することはないことから，アルカリ
骨材反応の進展傾向は極めて小さいと考えられるため，高経年化対策上着目
すべき劣化事象ではないと判断した。

機械振
動

○評価対象機器のコンクリート基礎への定着部
周辺コンクリート表面に機械振動による有意な
ひび割れが発生している場合は，耐力評価を行
い，その結果，当該部位を構成する部材又は構
造体の耐力が設計荷重を上回ること。

○定期的に目視点検を実施し，コンクリート表面において強度に支障をきたす可
能性のある欠陥がないことを確認した。

凍結融
解

○評価対象部位に凍結融解による有意なひび
割れが発生している場合は，耐力評価を行い，
その結果，当該部位を構成する部材又は構造
体の耐力が設計荷重を上回ること。

○東海第二の周辺地域は凍結融解の危険性がない地域に該当していることか
ら，高経年化対策上着目すべき劣化事象ではないと判断した。

コンク
リート
の遮蔽
能力低
下

熱 ○中性子遮蔽のコンクリートの温度が88 ℃又
はガンマ線遮蔽のコンクリートの温度が177 ℃
を超えたことがある場合は，評価を行い，その
結果，当該部位を構成する部材又は構造体の
遮蔽能力が原子炉設置（変更）許可における遮
蔽能力を下回らないこと。

○評価対象部位の周辺温度を確認した結果，約55 ℃以下とコンクリート温度制
限値を下回っていることを確認した。

○評価（つづき）

*：「実用発電用原子炉の運転の期間の延長の審査基準」に規定される延長しようとする期間における要求事項
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⑥コンクリートの強度低下及び遮蔽能力低下

評価対象事象
又は評価事項

要求事項* 健全性評価

コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
物

鉄骨の
強度低
下

腐食 ○評価対象部位に腐食による断面欠損
が生じている場合は，耐力評価を行い，そ
の結果，当該部位を構成する部材又は構
造体の耐力が設計荷重を上回ること。

○定期的に目視点検を行い，鋼材の腐食に影響する塗膜の劣化等が認められた場
合には，補修塗装を施すことによって健全性を確保していることから，想定した劣化傾
向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定した劣化傾向な
どに基づき適切な保全活動を行っているため，高経年化対策上着目すべき劣化事象
ではないと判断した。

風などに
よる疲労

○評価対象部位に風などの繰り返し荷重
による疲労破壊が発生している又は発生
する可能性が認められる場合は，耐力評
価を行い，その結果，当該部位を構成す
る部材又は構造体の耐力が設計荷重を
上回ること。

○風などによる繰り返し荷重を継続的に受ける構造部材はないことから，高経年化対
策上着目すべき劣化事象ではないと判断した。

○評価（つづき）

総合評価

○強度低下が急激に発生する可能性は小さい。また，定期的な目視点検により補修対象となったひび割れ等の補修を計画，実施しており，現状の保全方法は，コン
クリート構造物の健全性を維持する上で適切である。
○遮へい能力低下が急激に発生する可能性は小さい。また，仮に熱によるコンクリート構造物の遮へい能力低下が生じた場合，放射線量が上昇するものと考えら
れるが，放射線量は日常的に監視しており，異常の兆候は検知可能である。

○高経年化への対応
コンクリート構造物の強度低下及び遮蔽能力低下に対しては，高経年化対策の観点から現状の保全内容に対し追加すべき項目はなく，今後も現状保
全を継続していく。

*：「実用発電用原子炉の運転の期間の延長の審査基準」に規定される延長しようとする期間における要求事項
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⑦耐震安全性評価

○評価対象事象，機器・構造物の抽出

抽出の考え方

○想定される経年劣化事象が顕在化した場合，機器の振動応答特性，又は構造・強度上，影響が「有意」なものを耐震安全上考慮する必要の
ある経年劣化事象として抽出する。
○耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象が想定される機器・構造物を評価対象とする。

機器・構造物

耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象

疲労割れ
中性子照射

脆化
照射誘起型

応力腐食割れ
熱時効

中性子照射に
よる靭性低下

粒界型
応力腐食割れ

全面腐食
流れ加速型

腐食

ポンプ ● － － － － － － －

熱交換器 － － － － － － ● ●

ポンプモータ － － － － － － － －

容器 ● ● － － － － － －

配管 ● － － － － － － ●

弁 ● － － － － － － －

炉内構造物 ● － ● － ● ● － －

ケーブル － － － － － － － －

タービン設備 － － － － － － － －

コンクリート構造物
及び鉄骨構造物

－ － － － － － － －

計測制御設備 － － － － － － － －

空調設備 － － － － － － － －

機械設備 － － － － － － ● －

電源設備 － － － － － － － －
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⑦耐震安全性評価

要求事項*1 考慮する必要のある
経年劣化事象（例）

評価対象機器
（例）

評価結果*2

○経年劣化事象を考慮した機器・構造物に
ついて地震時に発生する応力及び疲れ累
積係数を評価した結果，耐震設計上の許容
限界を下回ること。

低サイクル疲労割れ 容器（原子炉圧力容器）

考慮する必要のある経年劣化事象に対し，地震時に発生する応力又は
疲労累積係数を評価し，許容限界を下回っていることを確認した。

全面腐食 機械設備（基礎ボルト）

流れ加速型腐食 配管（炭素鋼配管）

○経年劣化事象を考慮した機器・構造物に
ついて地震時に発生する応力，亀裂進展力
及び応力拡大係数を評価した結果，想定亀
裂（欠陥）に対する破壊力学評価上の許容
限界を下回ること。

中性子照射脆化 原子炉圧力容器
中性子照射脆化と地震を考慮して求めた圧力・温度制限曲線に対し，
原子炉圧力容器運転時の飽和圧力－温度線図が十分な安全性を確保
していることを確認した。

照射誘起型応力腐食割れ 炉内構造物

炉心シュラウド中間胴について，中性子照射量の増加による靱性低下
を考慮した地震に対する評価を実施し，亀裂が発生しても不安定破壊
に至るまでの期間（約5年）より短い周期で亀裂の有無を確認していくこ
とにより耐震安全性は確保できると評価した。

粒界型応力腐食割れ 炉内構造物

粒界型応力腐食割れと推定されるひび割れが確認されている炉心シュ
ラウド及びシュラウドサポートについて，第24回定検時の破壊評価*3に
用いた地震荷重と現状の基準地震動SSの地震荷重を比較し評価した
結果，技術基準に適合しなくなると見込まれる時期は運転開始後60年
を超えることを確認した。

○経年劣化事象を考慮した，地震時に動的
機能が要求される機器・構造物の地震時の
応答加速度を評価した結果，機能確認済加
速度以下であること。

低サイクル疲労割れ，
腐食等

地震時に動的機能が
要求される機器
（ポンプ，弁等）

考慮する必要のある経年劣化事象が現状保全により管理されており，
機器の振動応答特性に与える影響が軽微又は無視できることを確認し
た。
これより，経年劣化事象を考慮しても，地震時に動的機能の維持が要
求される機器における地震時の応答加速度は各機器の機能確認済加
速度を上回るものでないと考えられる。

○経年劣化事象を考慮した，地震時の燃料
集合体の変位を評価した結果，機能確認済
相対変位以下であるか又は，同様に制御棒
挿入時間を評価した結果，安全評価上の規
定時間以下であること。

－ －
制御棒挿入性に対し，考慮する必要のある経年劣化事象は抽出されな
かった。

○評価

*1：「実用発電用原子炉の運転の期間の延長の審査基準」に規定される延長しようとする期間における要求事項
*2：日本電気協会「原子力発電所耐震設計技術指針（JEAG 4601-1984，JEAG 4601-1987，JEAG 4601-1991）」等
*3：ひび割れ進展を考慮した地震に対する評価

○保全対策に反映すべき項目の抽出
耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象が想定される機器・構造物については，現状の保全内容に耐震安全性の観点から追加すべき項目はない。
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⑦耐震安全性評価

○新規制基準適合に係る審査の反映

項目 内容

原子炉設置変更
許可の反映

基準地震動 ・基準地震動SS-D1,11～14,21,22,31に対する評価を行う。

工事計画の反映

工事計画を前提とした耐震安全
性評価

・現状の設備状態に基づき耐震安全性評価を行うことを基本とするが，
工事計画に係る設備のうち工事が完了していない設備については，
工事計画認可申請書どおりに工事が実施されることを前提とした耐
震安全性評価を行う。

その他工事計画における評価手
法等の適用

・工事計画にて適用されている評価手法等（評価モデル， 新知見と
して得られた減衰定数等）を適切に反映した評価を行う。

耐震設計上の重要度等の扱い

・設計基準対象設備においてSクラス施設のうち，津波防護施設，浸
水防止設備及び津波監視設備については，基準地震動SSに対する
評価を行う。

・常設重大事故等対処設備のうち，常設耐震重要重大事故防止設備
および常設重大事故緩和設備については，基準地震動SSに対する
評価を行う。

新規制基準適合性に係る審査（原子炉設置変更許可申請（平成29年11月））および工事計画認可申請（平成29年11月）の内容を，
劣化状況評価における耐震安全性評価に適切に反映した。
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⑧耐津波安全性評価

*：基準津波の影響を受ける位置に設置されていないため，耐津波安全性評価対象外とする。

機器・構造物
耐津波安全上考慮する必要のある経年劣化事象

強度低下（ｺﾝｸﾘｰﾄ） 強度低下（鉄骨） 全面腐食 孔食・隙間腐食

弁 逆止弁 浸水防護施設 － － － －

コンクリート構
造物及び鉄骨
構造物

コンクリート構造物
防潮堤 － － － －

緊急用海水ポンプピット － － － －

鉄骨構造物

防潮堤 － － － －

防潮扉 － － － －

放水路ゲート － － － －

構内排水路逆流防止設備 － － － －

貯留堰 － － － －

浸水防止蓋 － － － －

操作制御盤
潮位監視盤*

操作制御盤
－ － － －

津波・構内監視設備* － － － －

計測装置
取水ピット水位計測装置

計測装置
－ － － －

潮位計測装置 － － － －

○評価対象事象，機器・構造物の抽出
抽出の考え方

○浸水防護施設に属する機器・構造物に想定される経年劣化事象が顕在化した場合，構造・強度上又は止水性上，影響が「有意」なものを耐津波安全上考慮する
必要のある経年劣化事象として抽出する。
○耐津波安全上考慮する必要のある経年劣化事象が想定される機器・構造物を評価対象とする。

浸水防護施設に属する機器・構造物に想定される経年劣化事象に対し，耐津波安全上考慮する必要のある経年劣化事象は抽出されなかった。
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⑧耐津波安全性評価
○評価

要求事項* 評価結果

○経年劣化事象を考慮した機器・構造
物について津波時に発生する応力等を
評価した結果，許容限界を下回ること。

対象となる機器・構築物について，耐津波安全上考慮する必要のある経年劣化事象のないことを確
認した。

○保全対策に反映すべき項目の抽出
浸水防護施設に属する機器・構造物については，現状の保全内容に耐津波安全性の観点から追加すべき項目はない。

*：「実用発電用原子炉の運転の期間の延長の審査基準」に規定される延長しようとする期間における要求事項
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保守管理に関する方針
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東海第二発電所 保守管理に関する方針
現状の保全項目に追加すべき新たな保全策（追加保全策）について，具体的な実施内容，実施方

法及び実施時期を保守管理に関する方針*1として下記の通りとりまとめた。

東海第二発電所 保守管理に関する方針

※１：実施時期における，2018年11月28日からの5年間を「短期」，2018年11月28日からの10年間を

「中長期」，2018年11月28日からの20年間を「長期」とする。

No. 保守管理に関する方針 実施時期*2

１
原子炉圧力容器胴の中性子照射脆化については，今後の原子炉の運転
時間・中性子照射量を勘案して適切な時期に第5回監視試験を実施する。

中長期

２

低圧ケーブル及び同軸ケーブルの絶縁特性低下については，電気学会
推奨案*及びACAガイド**に従った長期健全性評価結果から得られた評
価期間に至る前に取替を実施する。
*  ：「原子力発電所電線ケーブルの環境試験方法ならびに耐延焼性試験方法に関する推奨案（電気学会技術報告

第Ⅱ－139号 1982年11月）」
**：原子力安全基盤機構「原子力発電所のケーブル経年劣化評価ガイド JNES-RE-2013-2049」

長期

３

同軸コネクタ接続の絶縁特性低下については，IEEE 323***に従った長
期健全性評価結果から得られた評価期間に至る前に取替を実施する。

***：IEEE Std.323-1974「IEEE Standard for Qualifying Class 1E Equipment for Nuclear Power Generating Stations」

中長期

４
疲労評価における実績過渡回数の確認を継続的に実施し，運転開始後
60年時点の推定過渡回数を上回らないことを確認する。

長期

*1：No.4については，平成23年3月から平成32年8月まで冷温停止状態が維持されることを前提としている。

*2：実施時期については，平成30年11月28日からの5年間を「短期」，平成30年11月28日からの10年間を「中長期」，平成30年11月28日からの20年間を「長期」と

する。
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参考資料
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東海第二発電所の概要

電 気 出 力 ：約1,100 ＭＷ

原子炉型式 ：沸騰水型軽水炉

原子炉熱出力：3,293 ＭＷ

燃 料 ：低濃縮ウラン

（燃料集合体764体）

減 速 材 ：軽水

タービン ：非再熱式4車室6流排気形 東海第二発電所

東海第二発電所の主要仕様

原子炉設置許可 ：1972年12月

建屋基礎工事開始 ：1973年 6月

営業運転開始 ：1978年11月

東海第二発電所の主な経緯
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東海第二発電所運転状況の推移

東海第二発電所 発電電力量・設備利用率の年度推移

○発電電力量・設備利用率の年度推移
発電電力量・設備利用率の年度推移は下図のとおりであり，1999年度の中性子計測ハウジングのひび割れ対策等により，設備利

用率の低下が見られる。近年においては2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震以降，新規制基準への対応も相まって

発電所は長期停止状態となっている。

東北地方太平洋沖地震に伴う
原子炉自動停止及び新規制規
準への対応も相まって長期停
止状態を継続中
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回
数

年度

手動停止回数 18回

自動停止回数 11回

[ 回 ]

＊1 ＊2

［長期停止期間］
＊1：第17回定期検査 中性子計測ハウジングの

ひび割れ対策により353日間停止
＊2：東北地方太平洋沖地震による自動停止及び

新規制規準適合性審査のため停止継続中

東海第二発電所運転状況の推移

東海第二発電所 計画外停止回数の年度推移

○計画外停止回数の年度推移
計画外停止（手動停止及び自動停止）回数の推移について，供用期間の長期化との間に有意な相関は認めら

れない。
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30年目評価以降に実施した主な改善

東海第二発電所の安全性・信頼性向上のための主な改善状況

○主要機器更新状況・改善の状況
発電所の安全性・信頼性の向上を図るために，30年目の高経年化技術評価以降に実施した改善工事としては，

以下に示すものがある。

工事名 実施時期 内容

第6給水加熱器取替
工事

第24回定期検査時
（2009～2010年度）

給水加熱器は，胴側内部流体（抽気蒸気）による流れ加速型腐食
のため，炭素鋼製胴体の減肉が確認されたことから，炭素鋼から
耐食性に優れた低合金鋼製の胴体に取替を実施した。

排ガス予熱器取替
工事

第23回定期検査時
（2007～2008年度）

応力腐食割れの予防保全対策として，排ガス予熱器の主要材料を
SUS304ステンレス鋼から，より鋭敏化特性に優れたSUS316ステン
レス鋼に変更した。なお，開放点検を容易に実施できるよう，管側
フランジ構造を漏止め溶接を伴う3枚締め構造から平板構造への
変更を併せて実施している。

シュラウドサポート
予防保全対策工事

制御棒駆動機構ス
タブチューブ等予防
保全対策工事

第25回定期検査時
（2011年～）

応力腐食割れが確認されたシュラウドサポート及び炉心シュラウド
の溶接部については，健全性を確認しているが，新たな亀裂の発
生を抑制するため，ウォータージェットピーニング工法により残留応
力低減を図っている。また，制御棒駆動機構スタブチューブ，ICM
ハウジングと原子炉圧力容器下鏡との溶接部等においても，同工
法を適用し，予防保全対策を実施している。
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30年目評価以降に実施した主な改善

東海第二発電所の安全性・信頼性向上のための主な改善状況

第6給水加熱器取替工事

第24回定期検査時

（2009～2010年度）

排ガス予熱器取替工事

第23回定期検査時

（2007～2008年度）

制御棒駆動機構スタブチューブ等

予防保全対策工事

第25回定期検査時（2011年度～）シュラウドサポート予

防保全対策工事

第25回定期検査時

（2011年度～）
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実施体制

原子炉施設保安運営委員会
○評価書等の妥当性確認

品質保証M
○プロセス審査

PLM R&A委員会
○評価書等の妥当性確認

保修室

東海第二発電所

ボイラ・タービン主任技術者
○指導・助言

電気主任技術者
○指導・助言

東海第二発電所長
○統括責任者
○実施体制・工程の承認
○劣化状況評価書の承認
○長期保守管理方針の承認

保守総括M
○実施体制・工程の策定
○評価書等の取り纏め
○特別点検の基本方針策定

敦賀発電所長
○評価書等の妥当性確認

発電管理室長
○支援，助勢
○官庁対応

考査・品質監査室長
○プロセス確認・内部監査

開発計画室長
○支援，助勢

原子炉主任技術者
○指導，助言（発電所駐在）

敦賀発電所

本店

渉外・報道M
○公表手続き

○評価の実施に係る組織

・東海第二発電所長を統括責任者として東海第二発電所，本店，敦賀発電所の組織で評価の実施に係る役割を設定。

・機械グループ及び電気・制御グループが劣化状況評価書を作成し，保守総括グループがとりまとめを行った。

評価の実施に係る組織

保修室長
○実施体制・工程確認
○評価書等の確認

東海第二発電所長を委員長とし，原子炉主任技術者，
電気主任技術者，ボイラー・タービン主任技術者，及
び各室長に加え委員長が指名したものから構成され
発電所における発電用原子炉施設の保安運営に関
する事項を審議し，確認する。

技術系副所長を委員長とし，保修室以外の各室長か
ら選定された，技術的経験・知識を有するものから構
成され，評価書等のレビューを行う。

電気・制御M
○電気・制御設備の
評価

機械M
○機械設備，土木・
建築設備の評価

○特別点検の実施
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実施工程

○工程管理

「実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則」等に基づき，２０１７年１１月までに運転期間延長認可申請等を行
うべく工程管理を実施。

・2014年10月30日 実施計画を策定し，技術評価を開始
・2017年10月26日 東海第二発電所での評価者以外による技術的な妥当性確認を完了（Ｒ＆Ａ委員会）
・2017年10月27日 敦賀発電所による技術的な妥当性確認を完了
・2017年11月 1日 品質保証グループによるプロセス審査を完了
・2017年11月 2日 保安運営委員会において評価書の妥当性を審議し確認され東海第二発電所長が承認
・2017年11月 2日 本店考査・品質監査室長によるプロセス確認を完了

実施工程

項目
2014 2015 2016 2017 2018

10 11 12 1 ･･ 12 1 ･･ 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 ･･ 12

実施計画作成

評価書作成

所内妥当性確認

敦賀発電所妥当性確認

プロセス審査

原子炉施設保安運営委
員会

プロセス確認
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技術評価の実施手順 （運転を前提とした評価 1/7）

○評価の方法
・技術評価手法は社内規程「高経年化対
策実施手引書」で明確にして実施。

・右図に運転を前提とした技術評価フ
ローを示す。

・評価は，大別すると下記の流れにて実
施している。

1. 技術評価対象機器の抽出

2. 機器のグループ化・代表機器の選定

3. 経年劣化事象の抽出

4. 経年劣化事象に対する技術評価
（特別点検の対象機器はその結果を踏まえ評価）

5. 耐震・耐津波安全性評価

技術評価実施フロー

※1：重要度分類指針で定義される機器（クラス1,2,3），実
用炉則で規定される浸水防護施設及び設置許可基
準規則で規定される常設重大事故等対処設備。

※2：PS－1,2 MS－1,2
※3：浸水防護施設及び常設重大事故等対処設備。
※4： 高使用温度が95 ℃を超え，または 高使用圧力

が1,900 ｋPaを超える機器で原子炉格納容器外にあ
るもの（冷温停止維持に必要な設備を含む）。

※5：系統レベルの機能確認を含む。
※6：高経年化対応としての保全のあり方，技術開発課題

を検討する。

1

2

3

4

5
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技術評価の実施手順 （運転を前提とした評価 2/7）

1. 技術評価対象機器の抽出
「高経年化対策実施ガイド等」に従い，東海第二発電所の安全上重要な機器等（「実用炉規則第82

条第1項」で定める機器・構造物）を抽出。

(1)重要度分類指針※1で定義される機器・構造物（クラス1, 2及び3），実用炉規則で規定される浸水防護
施設に属する機器・構造物及び設置許可基準規則で規定される常設重大事故等対処設備※2に属す
る機器・構造物とし，保全プログラム，配管計装線図等を基に抽出。

(2)機器単位で長期にわたり使用しないもの（「学会標準※3 2008版」6.3.1で除外対象としているもの）は，
機器毎評価対象から除外。具体的には，使用により機器単位で消耗する燃料集合体等が該当する。

(3)供用に伴う消耗があらかじめ想定される部品であって設計時に取替を前提とするもの，又は機器分
解点検等に伴い必然的に交換されるものは消耗品として対象から除外。

また，設計時に耐用期間内に計画的に取替えることを前提とする機器であり，交換基準が点検計画
により定められているものについても定期取替品として対象から除外。

※1：「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」（1990年8月30日原子力安全委員会決定）

※2：「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則（2013年原子力規制委員会規則第5号）

第43条第2項に規定される常設重大事故等対処設備」

※3：日本原子力学会標準「原子力発電所の高経年化対策実施基準」をいう



54

技術評価の実施手順 （運転を前提とした評価 3/7）

2. 機器のグループ化・代表機器の選定

(1)抽出した機器を15機種※1に分類（カテゴリ化）し機種毎に評価。

(2) 「学会標準 2008版」※2附属書A（規定）に基づき，「経年劣化メカニズムまとめ表」を参考に，評価対象
機器を構造（型式等），使用環境（内部流体等），材料等により， 対象機器を分類しグループ化。

(3)グループ化した対象機器から重要度，使用条件，運転状態等により各グループの代表機器（以下，
「代表機器」という。）を選定し，代表機器の評価結果を代表機器以外の機器に水平展開するという手
法で評価を実施。

※1：15機種とはポンプ，熱交換器，ポンプモータ，容器，配管，弁，炉内構造物，ケーブル，送受電設備・発電設備，タービン設備，コンク

リート構造物及び鉄骨構造物，計測制御設備，空調設備，機械設備，電源設備，である。

※2：日本原子力学会標準「原子力発電所の高経年化対策実施基準：2008」をいう（2010（追補1），2011（追補2）含む）。以下同じ。
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技術評価の実施手順 （運転を前提とした評価 4/7）

3. 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出
(1) 選定された評価対象機器の使用条件（型式，材料，環境条件等）を考慮して「学会標準 2008版」附

属書A（規定）に基づき，「経年劣化メカニズムまとめ表」を参考に，経年劣化事象と部位の組み合わ
せを抽出する。

(2) 抽出された経年劣化事象と部位の組み合わせのうち，下記①，②のいずれかに該当する場合は，
高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象として整理。

①想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離
が考えがたい経年劣化事象であって，想定し
た劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っ
ているもの。※1

②現在までの運転経験や使用条件から得られた
材料試験データとの比較等により，今後も経
年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向
が極めて小さいと考えられるもの。

安全機能を有する機器・構造物に想定
される全ての経年劣化事象のうち，主
要6事象を除く経年劣化事象

②に該当する経年劣化事象※2

①に該当する経年劣化事象

高経年化対策上着目すべき
経年劣化事象

高経年化対策上着目すべき
経年劣化事象ではない事象
（日常劣化管理事象以外）

高経年化対策上着目すべき
経年劣化事象ではない事象

（日常劣化管理事象）

YES

YES

NO

NO

経年劣化事象の分類

※1：②に該当する経年劣化事象であるものの，保全によりその傾
向が維持できていることを確認している経年劣化事象を含む。

※2：保全活動によりその傾向が維持できていることを確認している
経年劣化事象は「NO」に進む。
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技術評価の実施手順 （運転を前提とした評価 5/7）

4. 経年劣化事象に対する技術評価

(2)現状保全

評価対象部位に実施している点検内容，関連する機能試験内容，補修・取替等の現状保全の内容を整理。

(3)総合評価

健全性評価及び現状保全を合わせて現状の保全内容の妥当性等を評価。具体的には，健全性評価結果と整

合の取れた点検等が，現状の保全活動で実施されているか，また，点検手法は当該の経年劣化事象の検知が可

能か等を評価。

(4)高経年化への対応

60年間の使用を考慮した場合，現状保全の継続が必要となる項目，今後新たに必要となる点検・検査項目，技

術開発課題等を抽出する。

技術評価フロー

抽出した高経年化対策上着目すべき経年劣化事
象に対する技術評価を下記の手順・右図のとおり実
施する。なお，特別点検を実施した機器は特別点検
結果を踏まえた評価を実施する。

また，代表機器の評価結果を代表機器以外の機
器に対して水平展開する。代表機器の評価結果を
水平展開できない場合は，個別に評価する。

(1)健全性評価

機器毎に抽出した部位・経年劣化事象の組み合わ

せ毎に60年間使用することを仮定して，傾向管理デー

タによる評価及び解析等の定量評価，過去の点検実

績，一般産業で得られている知見等により健全性の評

価を実施。
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技術評価の実施手順 （運転を前提とした評価 6/7）

5-1. 耐震安全性評価

(1)耐震安全性評価対象機器・構造物の抽出

「技術評価対象機器」の結果を用いる。

(2)経年劣化事象の抽出

技術評価で抽出した機器・構造物に想定される高経年化対策上着目すべき経年劣化事象及び日
常劣化管理事象が顕在化した場合，振動応答特性又は，構造・強度上，影響が「有意」か「軽微もしく
は無視できる」か検討し，「有意」な事象について耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象とし
て抽出。

(3)耐震安全性評価

抽出した経年劣化事象毎に，耐震安全性評価を実施。評価に際しては，「原子力発電所耐震設計
技術指針（JEAG4601-1987）」等に準じて実施。
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技術評価の実施手順 （運転を前提とした評価 7/7）

5-2. 耐津波安全性評価

(1)耐津波安全性評価対象機器・構造物の抽出

技術評価における評価対象機器のうち，津波の影響を受ける浸水防護施設を耐津波安全性評価
の対象とした。

(2)経年劣化事象の抽出

技術評価で抽出した高経年化対策上着目すべき経年劣化事象及び日常劣化管理事象が顕在化
した場合，強度や止水性への影響が「有意」か「軽微もしくは無視できる」かを検討し，「有意」なもの
を耐津波安全上考慮する必要のある経年劣化事象として抽出。

(3)耐津波安全性評価

耐津波安全性評価上考慮する必要のある経年劣化事象が想定される設備に対し，耐津波安全性
に関する評価を実施。
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技術評価の実施手順 （冷温停止を前提とした評価 1/4）

○評価の方法
・技術評価手法は社内規程「高経年化対
策実施手引書」で明確にして実施。

・右図に冷温停止を前提とした技術評価
フローを示す。

・評価は運転を前提とした評価書の知見
を活用し，冷温停止で評価が必要とな
る事象を抽出し，評価を実施する。

・評価は，大別すると下記の流れにて実
施している。

1. 冷温停止に必要な機器の抽出

2. 冷温停止に係る高経年化対策上着
目すべき劣化事象の抽出

3. 経年劣化事象に対する技術評価

4. 耐震・耐津波安全性評価

冷温停止状態維持の技術評価フロー

運転を前提とした高経年化技術評価書

耐震安全性評価，
耐津波安全性評価
・経年劣化を考慮した評価
・保全対策に反映すべき項目の抽出

冷温停止状態維持に必要な機器の抽出

冷温停止状態維持に係る劣化事象の抽出

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出

経年劣化事象の評価
・技術評価※1（健全性評価・現状保全→総合評価）
・高経年化への対応※2

＜代表機器以外の機器への展開＞
・機器の現状保全内容
・高経年化対応の水平展開

高経年化対応事項の抽出

高経年化技術評価書の作成
長期保守管理方針の策定

※1：系統レベルの機能確認を含む。
※2：高経年化対応としての保全のあり方，

技術開発課題を検討する。

1

2

3

4
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技術評価の実施手順 （冷温停止を前提とした評価 2/4）

1.冷温停止に必要な機器の抽出

対象機器選定は下記の流れで実施。

抽出フローを右図に示す。

（1）運転を前提とした評価と同じく，プラント
全系統・構造物・機器から，安全上重要
な機器等を抽出。

（2）保安規定を遵守するために必要となる
設備を抽出。

冷温停止状態維持に必要な設備抽出フロー

プラント全系統・構造物・機器（※1）

評価対象外

・燃料集合体等

安全上重要な

機器か？（※2）

No No

Yes Yes Yes

No

冷温停止状態維持評価対象外冷温停止状態維持評価に必要な設備

No No

No

Yes

YesYes

（※3）の機器等か？

※1：重要度分類指針で定義される機器（クラス1,2,3），実用炉則
で規定される浸水防護施設及び設置許可基準規則で規定さ
れる常設重大事故等対処設備。

※2：PS-1,2 MS-1,2
※3：浸水防護施設及び常設重大事故等対処設備。
※4： 高使用温度が95 ℃を超え，または 高使用圧力が1,900

kPaを超える機器で原子炉格納容器外にあるもの。
※5：保安規定において，「原子炉モードスイッチが燃料取替又は

停止及び照射済燃料の移動に対して要求される設備」並び
に「運転モードによらず要求される設備」。

（※4）の機器等か？

機器単位で長期に

わたり使用するか？

冷温停止状態の維持または

保安規定遵守のために直接

的に必要となる設備か？

（※5）

冷温停止状態を前提とした場

合，保安規定遵守に間接的に

必要となる設備か？

（※5）
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技術評価の実施手順 （冷温停止を前提とした評価 3/4）

2.冷温停止に係る高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出
運転を前提とした評価において想定される経年劣化事象として抽出された事象から下記観点で抽出。

冷温停止状態維持に係る劣化事象の抽出フロー

運転を前提とした高経年化技術評価において抽出し
た高経年化対策上着目すべき経年劣化事象（※1）

冷温停止状態維持に必要

となる機能に影響する経年

劣化事象か？

冷温停止状態維持にも発

生・進展が想定される経年

劣化事象か？

冷温停止を考慮した劣化評価

（※2）を実施

現時点までの劣化評価（※2）をすべ

き経年劣化事象（※3）

冷温停止状態維持時に考慮する

必要のない経年劣化事象

（評価対象外）

※1：運転を前提とした高経年化技術評価において着目すべき経年劣化事象ではない事象が冷温停止維持時に着目すべき経年劣化事象になる
場合はそれらも合わせて抽出する。

※2：プラント通常運転時に起き得る設計基準事故時の評価は要しない。
※3：技術評価対象外の事象であるが，耐震安全性評価の前提条件として必要となるため，現時点までの評価を実施する。

No

Yes

Yes

No

例）原子炉再循環ポンプの容量と揚程の確保
冷温停止を前提とした場合，当該ポンプの駆動
は必要ないため。なお，バウンダリとしての機能
は考慮する必要がある。
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技術評価の実施手順 （冷温停止を前提とした評価 4/4）

3. 経年劣化事象に対する技術評価
前述のフローの結果，「冷温停止状態を前提とした評価を実施する」劣化事象に対して，冷温停止

状態が維持されることを仮定して，運転を前提とした評価と同様の健全性の評価を実施する。

それ以外の劣化事象に関しては，運転を前提とした場合と比較して，発生・進展が同程度か以後の
発生・進展がない経年劣化事象であるため，運転を前提とした評価の知見を活用することとし，冷温
停止を踏まえた評価は実施しない。

4. 耐震・耐津波安全性評価
冷温停止を前提とした耐震・耐津波安全性評価にあたっては，運転を前提とした耐震・耐津波安全

性評価結果及び上述における技術評価結果を取り入れることとし，断続運転を前提とした場合と比べ
運転条件や環境が厳しくなるおそれがある経年劣化事象について検討し，耐震・耐津波安全上考慮
する必要のある経年劣化事象の抽出を行い，抽出された経年劣化事象毎に耐震・耐津波安全性評
価を実施する。
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今後の取組み

今回実施した劣化状況評価は，現在の 新知見に基づき実施したものであるが，今後

以下に示すような運転経験や 新知見等を踏まえ，見直しを実施していく。

・材料劣化に係る安全基盤研究の成果

・これまで想定していなかった部位等における経年劣化事象が原因と考えられる国内外

の事故・トラブル

・関係法令の制定及び改廃

・原子力規制委員会からの指示

・材料劣化に係る規格・基準類の制定及び改廃

・発電用原子炉の運転期間の変更

・発電用原子炉の定格熱出力の変更

・発電用原子炉の設備利用率（実績）から算出した原子炉圧力容器の中性子照射量

・点検・補修・取替の実績

当社は，高経年化対策に関するこれらの活動を通じて，今後とも原子力発電所安全性・

信頼性のより一層の向上に取り組んでいく所存である。
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